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年
金
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
及

び
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
中

央
年
金
相
談
室
の
電
話
相
談
窓

口
の
電
話
番
号
は
、
現
在
、
個

々
の
拠
点
ご
と
に
番
号
が
ま
ち

ま
ち
で
し
た
。
こ
れ
ら
の
電
話

番
号
に
つ
い
て
、
わ
か
り
や
す

さ
、
効
率
化
、
利
用
者
の
皆
さ

ま
の
利
便
性
の
た
め
、
全
国
共

通
電
話
番
号
で
対
応
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。�

▼
年
金
相
談
共
通
電
話
番
号�

℡ 

０
５
７
０
‐
０
５
‐
１
１
６
５   �

                   

（
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イ
ロ
ウ
ゴ
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▼
年
金
受
給
者
向
け
共
通
電
話�

   

番
号�

℡ 

０
５
７
０
‐
０
７
‐
１
１
６
５ �

               

（
イ
イ
ロ
ウ
ゴ
）�

▼
実
施
年
月
日�

　
平
成
17
年
10
月
31
日
（
月
）�

��

　
社
会
保
険
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
御
覧
に
な
っ
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
か
。
社
会
保
険
制
度
・

年
金
制
度
に
関
す
る
情
報
を
得

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
年
金
相

談
で
来
所
す
る
前
に
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
御
覧
に
な
る
と
、
ケ

ー
ス
に
よ
っ
て
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
情
報
で
解
決
で
き
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。�

　
ま
た
、
長
崎
社
会
保
険
事
務

局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
つ
な

が
り
、
社
会
保
険
出
張
相
談
所

の
案
内
・
相
談
窓
口
の
混
雑
状

況
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。�

幅
広
く
活
用
し
て
い
た
だ
け
る

よ
う
工
夫
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ

一
度
ご
利
用
く
だ
さ
い
。�

●
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス�
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■
問
合
せ
先�

長
崎
社
会
保
険
事
務
局
長
崎
北

事
務
所�

℡ 

０
９
５
‐
８
６
１
‐
１
２
１
１�

ま
た
は
、
対
馬
市
各
支
所
住
民

生
活
課
　
年
金
担
当
ま
で�

�

　�

�

　
◎
平
成
17
年
11
月
８
日（
火
）

　
　
9
時
〜
15
時�

　
　
厳
原
地
区
公
民
館�

　
◎
平
成
17
年
11
月
9
日（
水
）

　
　
10
時
〜
15
時�

　
　
美
津
島
支
所
別
館
２
階�

�

五
�
李
芸
と
対
馬
�
文
引
の
制
�

　
「
文
引
」
と
い
う
熟
語
は
『
大

漢
和
辞
典
』
（
諸
橋
）
に
も
な
い
。

『
漢
韓
辞
典
』
は
持
た
な
い
が
、

こ
こ
で
い
う
文
引
は
韓
国
語
で
、

一
五
世
紀
の
朝
鮮
国
が
、
海
賊
船

や
密
航
船
の
来
泊
を
排
除
す
る
た

め
、
日
本
か
ら
渡
航
す
る
船
主
の

身
分
を
確
認
し
て
、
そ
の
通
交
申

請
を
査
証
す
る
制
を
定
め
た
も
の

で
、
そ
の
査
証（
今
で
い
う
ビ
ザ
）

を
文
引
と
い
う
。

　
そ
の
文
引
の
権
限
を
対
馬
洲
守

護
宗
貞
盛
に
依
託
し
た
こ
と
か
ら
、

足
利
将
軍
と
幕
府
高
官
、
そ
れ
と

防
長
の
太
守
大
内
氏
以
外
の
使
船

は
必
ず
対
馬
に
寄
り
、
宗
氏
の
文

引
を
受
け
ね
ば
な
ら
ず
、
文
引
を

持
た
な
い
船
は
朝
鮮
に
渡
っ
て
も

相
手
に
さ
れ
な
い
の
で
、
無
理
に

強
要
す
れ
ば
「
賊
」
と
見
做
さ
れ

る
仕
組
み
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
に
よ
り
宗
貞
盛
は
朝
鮮
通

交
者
を
一
元
的
に
管
理
す
る
こ
と

が
可
能
と
な
り
、
宗
氏
の
支
配
力

を
強
化
す
る
権
限
と
も
な
っ
て
、

悪
名
高
い
倭
寇
を
鎮
静
化
す
る
大

き
な
功
を
果
し
た
。
な
お
文
引
手

続
き
に
手
数
料
を
取
る
こ
と
も
宗

氏
の
権
益
と
な
っ
た
事
は
言
う
ま

で
も
な
い
。

　
そ
の
文
引
の
事
務
所
が
小
船
越

の
梅
林
寺
で
、
鉄
歓
と
い
う
僧
が

こ
れ
に
当
っ
た
と
い
う
が
、
後
に

佐
賀
に
移
っ
て
、
秦
盛
幸
と
い
う

唐
人
（
中
国
か
ら
の
帰
化
人
）
が

い
て
、
外
交
文
書
や
文
引
を
扱
っ

て
い
た
。

　
朝
鮮
王
朝
の
な
か
で
、
こ
の
文

引
制
度
に
最
も
精
通
し
て
い
た
の

が
李
芸
で
あ
っ
た
。
何
十
回
日
本

に
来
て
、
通
交
関
係
か
ら
海
賊
情

報
ま
で
熟
知
し
て
い
た
李
芸
が
、

通
交
者
の
一
元
統
制
を
建
言
し
た

の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
政
策
を
決
定
す
る
の
は
政
府
高

官
だ
が
、
現
地
の
実
状
を
知
悉
し

て
い
る
専
門
家
は
李
芸
を
お
措
い

て
な
か
っ
た
は
ず
で
、
『
実
録
』

の
世
宗
二
〇
年
（
一
四
三
八
年
）

に
、
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

　
政
府
大
臣
と
李
芸
ら
の
会
議
に

お
い
て
、
対
馬
倭
人
の
接
待
に
つ

い
て
議
し
た
の
に
、李
芸
よ
り「
倭

人
の
所
持
す
る
物
（
貿
易
品
）
が
、

三
十
駄
以
上
の
者
は
留
館
十
日
、

四
十
駄
以
上
の
者
は
留
館
二
十
日
、

八
十
駄
以
上
の
者
は
留
館
三
十
日
、

此
れ
を
以
っ
て
留
館
の
期
限
と
為

す
。
（
留
館
と
は
倭
館
に
滞
在
す

る
日
数
）
」
と
述
べ
、
そ
の
通
り

決
っ
て
い
る
。

　
ま
た
あ
る
時
は
李
芸
が
使
行
中

で
居
な
か
っ
た
た
め
決
議
さ
れ
ず
、

「
李
芸
が
帰
る
の
を
待
っ
て
再
会

し
よ
う
」
と
い
う
こ
と
で
散
会
し

た
と
あ
る
。
い
か
に
対
日
関
係
に

お
け
る
李
芸
の
存
在
が
大
き
か
っ

た
か
が
わ
か
る
。
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�

文引の事語を取扱っていた小船越にある梅林寺�
（現在は改築されている）�

り

げ

い

ム
ン
イ
ン

ち

し
つ

※

※知悉：知りつくすこと、細かい点まで知っていること

年
金
相
談
な
ど
の
電
話
番
号
が�

全
国
共
通
に
な
り
ま
す�

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
つ
い
て�

�

●
社
会
保
険
事
務
局
の�

　
出
張
相
談
の
お
知
ら
せ�

�

年
金
コ
ー
ナ
ー�

年
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コ
ー
ナ
ー�


